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(57)【要約】
【課題】ユーザによるコンテンツの閲覧機会を増やし、
コンテンツの満足度を高めることができるようにする。
【解決手段】文字列または画像により構成される記事情
報であって、予め設定された画面内の複数の領域のそれ
ぞれに対応づけられた複数の記事情報を、複数の領域に
それぞれ表示することで、コンテンツの画面の表示を制
御する第１の表示制御部と、画面内のいずれの領域につ
いての操作が行われたかを特定する操作領域特定部と、
特定された領域に対応付けられた記事情報を、画面内の
所定の領域に表示することで新たな画面の表示を制御す
る第２の表示制御部とを備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　文字列または画像により構成される記事情報であって、予め設定された画面内の複数の
領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複数の領域にそれぞれ表示する
ことで、コンテンツの画面の表示を制御する第１の表示制御部と、
　前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定する操作領域特定部と、
　前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情報を、画面内の所定の
領域に表示することで新たな画面の表示を制御する第２の表示制御部と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記コンテンツは、複数のページ分の紙面に表示される情報により構成され、
　前記第１の表示制御部は、ユーザの指令に基づいて、前記コンテンツのページを遷移さ
せ、それぞれのページの前記コンテンツの画面の表示を制御し、
　前記コンテンツの最後のページに対応する画面が表示された場合、次のページへの遷移
が指令されたとき、前記第２の表示制御部が前記新たな画面の表示を制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記コンテンツは、冊、号又は回を追って継続的に提供されるコンテンツとされ、
　前記第２の表示制御部は、
　前記第１の表示制御部によって前記コンテンツの次の冊、号又は回の表示に係る処理が
実行される場合、前記新たな画面の表示を制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記記事情報が、ネットワークを介して接続される他の機器から取得され、
　前記第２の表示制御部は、
　前記操作領域特定部により特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情
報を、前記他の機器から送信される情報に基づいて分類し、
　前記分類結果に応じて前記記事情報を画面内の所定の領域に表示することで新たな画面
の表示を制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第２の表示制御部は、
　前記操作領域特定部により特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情
報を、他の情報処理装置での前記操作の有無に基づいて分類し、
　前記分類結果に応じて前記記事情報を画面内の所定の領域に表示することで新たな画面
の表示を制御する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　タッチパネルとして構成され、前記コンテンツの画面を表示するディスプレイをさらに
備え、
　前記操作領域特定部は、
　前記ディスプレイにおいて、所定の物体が近接した部分に対応する領域を、前記操作が
行われた領域として特定する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　予め定められた操作が行われた領域に表示する前記記事情報をスクロール表示させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　予め定められた操作が行われたことを検知した場合、前記特定された領域に表示する前
記記事情報を別の画面に表示させる
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　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記複数の領域のそれぞれの領域の位置、大きさ、形状などを特定するための情報を含
んで構成されるレイアウトデータに基づいて、前記複数の領域が設定され、
　前記レイアウトデータが、ネットワークを介して接続される他の機器から受信される
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　第１の表示制御部が、文字列または画像により構成される記事情報であって、予め設定
された画面内の複数の領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複数の領
域にそれぞれ表示することで、コンテンツの画面の表示を制御し、
　操作領域特定部が、前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定し、
　第２の表示制御部が、前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情
報を、画面内の所定の領域に表示することで新たな画面の表示を制御するステップ
　を含む情報処理方法。
【請求項１１】
　コンピュータを、
　文字列または画像により構成される記事情報であって、予め設定された画面内の複数の
領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複数の領域にそれぞれ表示する
ことで、コンテンツの画面の表示を制御する第１の表示制御部と、
　前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定する操作領域特定部と、
　前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情報を、画面内の所定の
領域に表示することで新たな画面の表示を制御する第２の表示制御部とを備える情報処理
装置として機能させる
　プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のプログラムが記録されている記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置および方法、プログラム、並びに記録媒体に関し、特に、ユー
ザによるコンテンツの閲覧機会を増やし、コンテンツの満足度を高めることができるよう
にする情報処理装置および方法、プログラム、並びに記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、新聞、本など、文字を中心とするコンテンツをディスプレイに表示して閲覧でき
るデバイスが多く開発されている。
【０００３】
　このようなデバイスを通じて、例えば、電子新聞などの新たなメディアを実現すること
が可能となっている。すなわち、ユーザは、コンテンツをディスプレイに表示して閲覧で
きるデバイスにおいて、あたかも新聞紙面を捲るようにして各紙面に掲載された記事を読
むことが可能となる。
【０００４】
　また、紙面画面に表示される複数の記事の各々について表示対象文字列を特定し、各記
事を表示するために設けられた紙面画面上の表示領域の領域サイズを、記事の表示対象文
字列の文字数に合わせて調整する技術も提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２６２３０６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、電子新聞などは、多くの場合、ユーザが全ての記事を、時間をかけて読むこ
とは考えづらい。むしろ、それぞれの面においてどういった内容の記事が掲載されている
か見出しのレベルで俯瞰的に眺めたあと、興味のある記事について本文を精読するという
スタイルの読み方が一般的である。
【０００７】
　こうした読み方をする場合、例えば、ユーザにとって必要な記事を読み落としてしまう
可能性が高いため、重要な記事が読み落とされた場合に通知を行って閲覧機会を増やすよ
うにすることが望ましい。
【０００８】
　一方で、そのような通知は、適切なタイミングで通知を行わないと、ユーザに鬱陶しい
印象を与えてしまい、逆に閲覧数が減少してしまう可能性も高い。
【０００９】
　本技術はこのような状況に鑑みて開示するものであり、ユーザによるコンテンツの閲覧
機会を増やし、コンテンツの満足度を高めることができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本技術の一側面は、文字列または画像により構成される記事情報であって、予め設定さ
れた画面内の複数の領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複数の領域
にそれぞれ表示することで、コンテンツの画面の表示を制御する第１の表示制御部と、前
記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定する操作領域特定部と、前記
特定された領域に対応付けられた前記記事情報を、画面内の所定の領域に表示することで
新たな画面の表示を制御する第２の表示制御部とを備える情報処理装置である。
【００１１】
　タッチパネルとして構成され、前記コンテンツの画面を表示するディスプレイをさらに
備え、前記操作領域特定部は、前記ディスプレイにおいて、所定の物体が近接した部分に
対応する領域を、前記操作が行われた領域として特定するようにすることができる。
【００１２】
　予め定められた操作が行われた領域に表示する前記記事情報をスクロール表示させるよ
うにすることができる。
【００１３】
　予め定められた操作が行われたことを検知した場合、前記特定された領域に表示する前
記記事情報を別の画面に表示させるようにすることができる。
【００１４】
　前記コンテンツは、複数のページ分の紙面に表示される情報により構成され、前記第１
の表示制御部は、ユーザの指令に基づいて、前記コンテンツのページを遷移させ、それぞ
れのページの前記コンテンツの画面の表示を制御し、前記コンテンツの最後のページに対
応する画面が表示された場合、次のページへの遷移が指令されたとき、前記第２の表示制
御部が前記新たな画面の表示を制御するようにすることができる。
【００１５】
　前記コンテンツは、冊、号又は回を追って継続的に提供されるコンテンツとされ、前記
第２の表示制御部は、前記第１の表示制御部によって前記コンテンツの次の冊、号又は回
の表示に係る処理が実行される場合、前記新たな画面の表示を制御するようにすることが
できる。
【００１６】
　前記記事情報が、ネットワークを介して接続される他の機器から取得され、前記第２の
表示制御部は、前記操作領域特定部により特定された領域に対応付けられた前記記事情報
を、前記他の機器から送信される情報に基づいて分類し、前記分類結果に応じて前記記事
情報を画面内の所定の領域に表示することで新たな画面の表示を制御するようにすること
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ができる。
【００１７】
　前記第２の表示制御部は、前記操作領域特定部により特定された領域に対応付けられた
前記記事情報を、他の情報処理装置での前記操作の有無に基づいて分類し、前記分類結果
に応じて前記記事情報を画面内の所定の領域に表示することで新たな画面の表示を制御す
るようにすることができる。
【００１８】
　前記複数の領域のそれぞれの領域の位置、大きさ、形状などを特定するための情報を含
んで構成されるレイアウトデータに基づいて、前記複数の領域が設定され、前記レイアウ
トデータが、ネットワークを介して接続される他の機器から受信されるようにすることが
できる。
【００１９】
　本技術の一側面は、第１の表示制御部が、文字列または画像により構成される記事情報
であって、予め設定された画面内の複数の領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情
報を、前記複数の領域にそれぞれ表示することで、コンテンツの画面の表示を制御し、操
作領域特定部が、前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定し、第２
の表示制御部が、前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報を、画面内の所定の
領域に表示することで新たな画面の表示を制御するステップを含む情報処理方法である。
【００２０】
　本技術の一側面は、コンピュータを、文字列または画像により構成される記事情報であ
って、予め設定された画面内の複数の領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を
、前記複数の領域にそれぞれ表示することで、コンテンツの画面の表示を制御する第１の
表示制御部と、前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定する操作領
域特定部と、前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報を、画面内の所定の領域
に表示することで新たな画面の表示を制御する第２の表示制御部とを備える情報処理装置
として機能させるプログラムである。
【００２１】
　本技術の一側面においては、文字列または画像により構成される記事情報であって、予
め設定された画面内の複数の領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複
数の領域にそれぞれ表示することで、コンテンツの画面の表示が制御され、前記画面内の
いずれの領域についての操作が行われたかが特定され、前記特定された領域に対応付けら
れた前記記事情報を、画面内の所定の領域に表示することで新たな画面の表示が制御され
る。
【発明の効果】
【００２２】
　本技術によれば、ユーザによるコンテンツの閲覧機会を増やし、コンテンツの満足度を
高めることができるようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本技術の一実施の形態に係るコンテンツ表示システムの構成例を示すブロック図
である。
【図２】本技術を適用した表示装置の外観の例を示す図である。
【図３】図２の表示装置のディスプレイに表示された新聞のコンテンツの例を示す図であ
る。
【図４】読み落とした記事をユーザに通知するための画面の例を示す図である。
【図５】コンテンツに読み落とし面を追加する方式を説明する図である。
【図６】コンテンツに読み落とし面を追加する別の方式を説明する図である。
【図７】コンテンツ表示処理の例を説明するフローチャートである。
【図８】コンテンツ表示処理の例を説明するフローチャートである。
【図９】パーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図面を参照して、ここで開示する技術の実施の形態について説明する。
【００２５】
　図１は、本技術の一実施の形態に係るコンテンツ表示システムの構成例を示すブロック
図である。同図に示されるコンテンツ表示システムは、表示装置１０、サーバ１１、アク
セスポイント１２、およびネットワーク２０により構成されている。
【００２６】
　表示装置１０は、コンテンツを表示するディスプレイを有する電子機器として構成され
、内部にマイクロコンピュータなどを有する機器とされる。また、表示装置１０は、所定
の通信プロトコルによる通信機能を有する機器として構成され、必要に応じて他の機器と
通信を行うようになされている。表示装置１０は、例えば、他の機器と通信することによ
り得られたデータを、マイクロコンピュータでプログラムを実行することによって処理し
、所定の画像をディスプレイに表示するようになされている。
【００２７】
　表示装置１０は、例えば、アクセスポイント１２を介してネットワーク２０にアクセス
し、サーバ１１から送信されるレイアウトデータ、テキストデータなどを受信する。また
、表示装置１０は、実装するアプリケーションプログラムなどを実行することにより、サ
ーバ１１から受信したレイアウトデータ、テキストデータなどに基づいてコンテンツをデ
ィスプレイに表示するようになされている。
【００２８】
　サーバ１１は、例えば、コンテンツを提供する業者によって運用管理されるサーバとさ
れる。サーバ１１は、例えば、新聞社により新聞をコンテンツとして配信するためのサー
バとされ、レイアウトデータやテキストデータなどを、ネットワーク２０を介して表示装
置１０に送信する。
【００２９】
　ここでは、表示装置１０が、例えば、無線通信などにより接続されたアクセスポイント
１２を介してネットワーク２０にアクセスする例について説明したが、表示装置１０が直
接ネットワーク２０に接続されるようにしてもよい。
【００３０】
　なお、ここでは、１つの表示装置１０が記載されているが、実際にはもっと多くの表示
装置が存在する。例えば、新聞のコンテンツの場合、複数の表示装置がネットワーク２０
を通じてサーバ１１にアクセスすることにより、複数のユーザが閲覧できるようになされ
ている。
【００３１】
　図２は、図１の表示装置１０であって、本技術を適用した表示装置１０の外観の例を示
す図である。同図に示されるように、表示装置１０は、極めて薄い箱型（６面体）のデバ
イスとして構成されており、少なくともその一面にディスプレイが設けられる。このディ
スプレイは、例えば、電子ペーパーなどにより構成されている。また、液晶ディスプレイ
とされるようにしてもよい。
【００３２】
　なお、表示装置１０のディスプレイは、例えば、静電容量の変化を検出し、ユーザの指
などが近接したことを検出する近接パネルなどを内部に有する構成とされている。例えば
、表示装置１０のディスプレイに、ユーザが指を近接させた場合、パネル上の所定の位置
における静電容量の変化が検出され、その位置において、ユーザの指などがどの程度近接
しているのかを表す信号を出力するようになされている。従って、表示装置１０のディス
プレイは、タッチパネルとして利用することも可能であり、このディスプレイに表示され
た画像は、例えば、ＧＵＩ（Graphical User Interface）として操作することが可能な画
像とされる。
【００３３】
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　図２の例では、表示装置１０のディスプレイに新聞のコンテンツが表示されている。な
お、同図の例では、新聞の紙面が縦書き表示されているが、表示装置１０においては、紙
面を横書き表示とすることも可能である。
【００３４】
　図３は、表示装置１０のディスプレイに表示された新聞のコンテンツの例を示す図であ
る。
【００３５】
　図３Ａは、新聞の紙面１ページ分が表示された画面の例を示している。この例では、新
聞の紙面が領域４１乃至領域４５に分割されており、領域４１乃至領域４５には、それぞ
れ記事が表示されている。領域４１乃至領域４５の位置、大きさ、形状などは、上述した
レイアウトデータにより指定され、各領域に対応づけられたテキストデータによって、そ
れらの領域に表示される記事を構成する文字列が指定されることになる。図３Ａに示され
るように、ディスプレイの表示スペースは限られているため、記事の本文が途中で切れて
いる（記事の一部が表示されていない）。
【００３６】
　図３Ｂは、図３Ａに示される紙面の領域４１に表示された記事のみを画面全体に表示し
た例を示している。図３Ｂにおいては、記事の本文が最後まで表示されている。
【００３７】
　表示装置１０においては、例えば、図３Ａの図中左上の記事が表示されている領域の一
部を、ユーザが指でクリックすることなどにより、図３Ｂに示されるように、記事の全文
を表示させることができる。
【００３８】
　図３Ｂには、記事全文が表示されているが、記事の一部が淡い色で表示されている。す
なわち、図３Ａで紙面の左上隅に表示された記事の本文のうち、図３Ａにおいて表示され
ていた部分の文字が、図３Ｂにおいて淡い色で表示されている。このようにすることで、
例えば、図３Ａにおいて、記事を途中まで読んだユーザが、記事の続きを簡単に認識する
ことができる。
【００３９】
　もちろん、図３Ｂにおいて記事全文が同じ色（同じ表示の態様）で表示されるようにし
ても構わない。
【００４０】
　あるいはまた、図３Ｂの画面において、図３Ａにおいて表示されていた部分の文字が表
示されないようにしてもよい。すなわち、記事全文を表示させる画面では、紙面が表示さ
れる画面において表示されていた記事の本文が表示されないようにしてもよい。
【００４１】
　さらに、例えば、記事本文の字数が多く、図３Ｂの画面においても全文を表示させるこ
とが困難な場合、図３Ｂの画面においてもやはり記事が途中で切れるようにしても構わな
い。このような場合、例えば、図３Ｂに示される画面がスクロール表示されるようにすれ
ばよい。例えば、図３Ｂの画面をフリックすることにより、記事の本文の表示がスクロー
ルされるようにすればよい。
【００４２】
　あるいはまた、例えば、図３Ａのように紙面１ページ分が表示される画面において、所
望の記事をスクロールして表示させるようにしてもよい。例えば、図３Ａにおける領域４
１をフリックすることにより、記事の本文の表示がスクロールされるようにしてもよい。
このようにすることで、ユーザが、紙面の構成を把握しつつ、興味のある記事の本文を閲
覧していくようにすることができる。
【００４３】
　このように、表示装置１０においては、最初に新聞の紙面１ページ分の画面が表示され
、ユーザは、その中で特に興味のある記事について本文を精読する。つまり、ユーザが興
味をもった記事が表示される領域において、何らかの操作が行われることになる。
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【００４４】
　また、表示装置１０のディスプレイに表示された新聞のコンテンツでは、通常、複数の
ページに記事が掲載されている。すなわち、通常の新聞と同様に、複数ページの紙面に記
事が掲載された情報伝達媒体として１つの新聞のコンテンツが作成されている。例えば、
複数の新聞社により、毎日、朝刊と夕刊が発行されるように、各日の朝刊と夕刊のコンテ
ンツが作成されて提供されるようになされている。
【００４５】
　例えば、図３Ａに示される画面に対して予め設定された所定の操作を行うことにより、
表示装置１０のディスプレイには、次のページの紙面が表示されるようになされている。
例えば、図３Ａに示される画面をスワイプした場合、画面に表示されたＧＵＩのボタンな
どが押下されるなどした場合、表示装置１０のディスプレイに表示される紙面が次のペー
ジに遷移するようになされている。
【００４６】
　なお、例えば、図３Ａに示される画面を逆方向にスワイプした場合、画面に表示された
ＧＵＩの別のボタンなどが押下されるなどした場合、表示装置１０のディスプレイに表示
される紙面が前のページに遷移するようになされている。
【００４７】
　すなわち、ユーザは、新聞のコンテンツを表示装置１０のディスプレイに表示させ、あ
たかも新聞紙面を捲るようにして各紙面に掲載された記事を読むことができる。
【００４８】
　例えば、ユーザが新聞の最後のページを読み終えて、次のページに遷移するための操作
を行った場合、当該新聞のコンテンツの紙面は全て閲覧されたことになるが、精読されて
いない記事も残ると考えられる。つまり、新聞のコンテンツについては、多くの場合、ユ
ーザが全ての記事を、時間をかけて読むことは考えづらい。むしろ、それぞれのページに
おいてどういった内容の記事が掲載されているか見出しのレベルで俯瞰的に眺めたあと、
興味のある記事について本文を精読するというスタイルの読み方が一般的である。
【００４９】
　上述のように、ユーザが新聞の最後のページを読み終えて次のページに遷移するための
操作を行った時点で、精読されていない記事を読み落とし記事、読み落とした記事などの
ように称することにする。そして、ここでは、紙面１ページ分が表示される画面（例えば
、図３Ａに示される画面）において、何らかの操作が行われたことを検知していない領域
の記事は、精読されていないとみなすことにする。
【００５０】
　従来の技術の場合、例えば、ユーザが新聞の最後のページを読み終えて次のページに遷
移するための操作を行うと、最初のページに戻るか、または、新聞のコンテンツの表示が
終了されるなどしていた。このようにすると、例えば、ユーザにとって必要な記事を読み
落としてしまう可能性が高いため、重要な記事が読み落とされた場合に通知を行って閲覧
機会を増やすようにすることが望ましい。
【００５１】
　しかしながら、このような通知は、適切なタイミングで行わないと、ユーザに鬱陶しい
印象を与えてしまう。
【００５２】
　そこで、本技術では、読み落とした記事を、あたかもコンテンツの一部であるように、
ユーザに通知することができるようにする。なお、新聞のコンテンツに含まれる記事のう
ち、どの記事が読み落とされているのかについては、当該記事が表示される領域での操作
が検知されたか否かによって特定することができる。すなわち、例えば、レイアウトデー
タによって指定された各領域のうち、操作が検知されなかった領域を特定し、当該領域に
対応付けられたテキストデータに対応する記事を特定することで、読み落とされた記事を
特定することができる。
【００５３】
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　本技術では、表示装置１０において、ユーザが新聞の最後のページを読み終えて次のペ
ージに遷移するための操作を行った場合、例えば、図４に示されるような画面が表示され
るようにする。図４は、読み落とした記事をユーザに通知するための画面の例を示す図で
ある。
【００５４】
　同図の例では、表示装置１０のディスプレイに表示される画面が、領域６１、領域６２
、および領域６３に分割されている。
【００５５】
　領域６１には、最も上の部分に「読み落とし記事」と表示されている。領域６１は、例
えば、新聞社が読者に精読することを推薦している記事のうち、読み落とされた記事が表
示される領域とされる。なお、例えば、表示装置１０がレイアウトデータやテキストデー
タを受信する際に、どの記事が新聞社によって推薦されているかを表す情報が取得されて
いるものとする。
【００５６】
　同図の例では、領域６１の中に記事表示スペース６１－１、および、記事表示スペース
６１－２が設けられている。記事表示スペース６１－１、および、記事表示スペース６１
－２には、それぞれ記事が表示されている。
【００５７】
　なお、例えば、領域６１の記事表示スペース６１－１または記事表示スペース６１－２
をクリックすると、当該記事の全文が表示されるようになされている。あるいはまた、例
えば、領域６１の記事表示スペース６１－１または記事表示スペース６１－２をフリック
することにより、そこに表示されている記事の本文の表示がスクロールされるようにして
もよい。このように、領域６１の各記事表示スペースにおいて何等かの操作が行われるこ
とで、その記事は精読されたことになる。
【００５８】
　領域６２には、最も上の部分に「記事ランキング」と表示されている。領域６２は、例
えば、新聞のコンテンツの中で、精読された回数が多い記事のうち、読み落とされた記事
が表示される領域とされる。新聞のコンテンツは、複数の表示装置がネットワーク２０を
通じてサーバ１１にアクセスすることにより、複数のユーザが閲覧できるようになされて
いる。例えば、各表示装置において精読された記事を特定する情報が定期的にサーバ１１
に送信されるようになされている。そして、例えば、サーバ１１において、○月×日の朝
刊に掲載された記事のそれぞれについて全ての読者（ユーザ）による精読回数の順位付け
がなされ、その情報が定期的に各表示装置に配信されるようになされている。
【００５９】
　図４の例では、領域６２に１０の記事のタイトルが表示されている。記事のタイトルの
左側には、１乃至１０の番号が付与されており、例えば、精読された回数の多い順に番号
が付与される。すなわち、表示装置１０においてユーザが読み落とした記事のうち、全て
のユーザによって精読された回数の多いものから順に１０の記事が特定され、それらの記
事のタイトルが領域６２に表示される。
【００６０】
　なお、ここでは、表示装置１０においてユーザが読み落とした記事のうち、精読された
回数の多いものから順に１０の記事が特定され、それらの記事のタイトルが領域６２に表
示されると説明したが、異なる方式で表示されるようにしてもよい。例えば、○月×日の
朝刊に掲載された記事のうち、全てのユーザによる精読回数の多い記事が１０特定され、
それらの記事のタイトルが表示される。このとき、表示装置１０においてユーザが読み落
とした記事のタイトルは、他のタイトルとは異なる色で表示されるようにしてもよい。
【００６１】
　また、例えば、領域６２に表示されている記事のタイトルのいずれかをクリックすると
、当該記事の全文が表示されるようになされている。このように、領域６２に表示されて
いるタイトルの記事の全文を表示させるための操作が行われることで、その記事は精読さ



(10) JP 2013-80323 A 2013.5.2

10

20

30

40

50

れたことになる。
【００６２】
　領域６３には、最も上の部分に「あなたと近いユーザが読んだ記事」と表示されている
。領域６３は、例えば、新聞のコンテンツの中で、表示装置１０のユーザと似た嗜好のユ
ーザが精読した回数が多い記事のうち、読み落とされた記事が表示される領域とされる。
例えば、新聞のコンテンツを受信して閲覧するユーザは、予めアンケートなどにより嗜好
が分析され、所定数のグループのいずれかに分類され、この分類結果は、サーバ１１によ
って管理されるようになされている。そして、例えば、サーバ１１において、○月×日の
朝刊に掲載された記事のそれぞれについて同一グループの読者（ユーザ）による精読回数
の順位付けがなされ、その情報が定期的に各表示装置に配信されるようになされている。
【００６３】
　図４の例では、領域６３に５の記事のタイトルが表示されている。記事のタイトルの左
側には、１乃至５の番号が付与されており、例えば、精読された回数の多い順に番号が付
与される。すなわち、表示装置１０においてユーザが読み落とした記事のうち、同一グル
ープのユーザによって精読された回数の多いものから順に５の記事が特定され、それらの
記事のタイトルが領域６３に表示される。
【００６４】
　なお、ここでは、表示装置１０においてユーザが読み落とした記事のうち、精読された
回数の多いものから順に５の記事が特定され、それらの記事のタイトルが領域６３に表示
されると説明したが、異なる方式で表示されるようにしてもよい。例えば、○月×日の朝
刊に掲載された記事のうち、同一グループのユーザによる精読回数の多い記事が５特定さ
れ、それらの記事のタイトルが表示される。このとき、表示装置１０においてユーザが読
み落とした記事のタイトルは、他のタイトルとは異なる色で表示されるようにしてもよい
。
【００６５】
　また、領域６３の最下部には、複数（この例では９枚）のアイコンが表示されている。
例えば、同一グループに属する他のユーザがソーシャルネットワークに参加しており、そ
れらのユーザが自身を特定するアイコンなどを公開している場合、領域６３の最下部にそ
れらのアイコンが表示されるようになされている。
【００６６】
　また、例えば、領域６３に表示されている記事のタイトルのいずれかをクリックすると
、当該記事の全文が表示されるようになされている。このように、領域６３に表示されて
いるタイトルの記事の全文を表示させるための操作が行われることで、その記事は精読さ
れたことになる。
【００６７】
　図４に示されるような読み落とした記事をユーザに通知するための画面（読み落とし面
と称することにする）は、例えば、ユーザが新聞の最後のページを読み終えて次のページ
に遷移するための操作を行った場合に表示され、あたかも新聞のコンテンツの最後の１ペ
ージであるように表示されることになる。
【００６８】
　すなわち、図５に示されるように読み落とし面が新聞のコンテンツに追加される。例え
ば、朝刊が２０ページの紙面とされ、夕刊が１０ページの紙面とされる新聞のコンテンツ
があるとする。４月１日（４／１）の朝刊の場合、第２１ページに、４月１日（４／１）
の朝刊に掲載された記事に係る読み落とし面が追加される。４月１日（４／１）の夕刊の
場合、第１１ページに、４月１日（４／１）の夕刊に掲載された記事に係る読み落とし面
が追加される。４月２日（４／２）の朝刊の場合、第２１ページに、４月２日（４／２）
の朝刊に掲載された記事に係る読み落とし面が追加される。
【００６９】
　なお、新聞のコンテンツは、当日の朝刊、夕刊、翌日の朝刊、夕刊、翌々日の朝刊、夕
刊のように、冊、号又は回を追って継続的に提供されるコンテンツであるものとする。
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【００７０】
　このようにすることで、ユーザは、簡単に読み落とした記事を精読することができる。
すなわち、表示装置１０において、ユーザが新聞の最後のページを読み終えて次のページ
に遷移するための操作を行った場合、図４に示されるような読み落としページが表示され
るので、紙面を閲覧するときと同様に、読み落とし記事の一覧を閲覧することができる。
また、読み落とし記事は、新聞社が読者に精読することを推薦しているもの、精読された
回数の多いものなどに分類されて表示されるので、ユーザは、自分にとってどの記事が有
用であるかを判断しやすくなる。
【００７１】
　また、読み落とし面が図５を参照して上述した場合とは異なる方式で追加されるように
してもよい。例えば、図６に示されるように読み落とし面が追加されるようにしてもよい
。
【００７２】
　図６の場合も、やはり、朝刊が２０ページの紙面とされ、夕刊が１０ページの紙面とさ
れる新聞のコンテンツがあるとする。そして、図６の場合、表示装置１０のユーザが４月
１日から新聞のコンテンツの受信を開始したこととする。４月１日（４／１）の朝刊の場
合、読み落とし面は追加されない。４月１日（４／１）の夕刊の場合、第１１ページに、
４月１日（４／１）の朝刊に掲載された記事に係る読み落とし面が追加される。４月２日
（４／２）の朝刊の場合、第２１ページに、４月１日（４／１）の夕刊に掲載された記事
に係る読み落とし面が追加される。
【００７３】
　このようにすることで、ユーザは、簡単に読み落とした記事を精読することができる。
また、読み落とし面が、次の号（朝刊の次の号は同日の夕刊、夕刊の次の号は翌日の朝刊
）に追加されるようにしたので、落ち着いて読み落とし面の記事を精読することができる
。
【００７４】
　あるいはまた、例えば、図５に示されるような方式、または、図６に示されるような方
式をユーザに選択させるようにしてもよい。
【００７５】
　ここでは、読み落とし面の例として図４に示されるような画面について説明したが、必
ずしも、領域６１乃至領域６３のそれぞれが読み落とし面に含まれる必要はない。例えば
、読み落とし面が、新聞社が読者に精読することを推薦している記事のうち、読み落とさ
れた記事が、図３Ａに示されるように画面内の各領域に配置されて読み落とし面が生成さ
れるようにしてもよい。
【００７６】
　同様に、上述した「記事ランキング」や「あなたと近いユーザが読んだ記事」として表
示されるべき記事が、図３Ａに示されるように画面内の各領域に配置されて読み落とし面
が生成されるようにしてもよい。
【００７７】
　読み落とした記事の通知は、適切なタイミングで通知を行わないと、ユーザに鬱陶しい
印象を与えてしまい、かえって記事の閲覧数が減少してしまう可能性も高い。
【００７８】
　本技術によれば、ユーザに鬱陶しい印象を与えることなく、自然な流れで読み落とし面
が表示されるようにすることができる。また、ユーザは、読み落とし面を閲覧することに
より、なぜ読み落とした記事の精読が薦められるのかも認識することができる。従って、
本技術によれば、ユーザによるコンテンツの閲覧機会を増やし、コンテンツの満足度を高
めることができる。
【００７９】
　次に、図７と図８のフローチャートを参照して、表示装置１０によるコンテンツ表示処
理の例について説明する。ここでは、新聞のコンテンツが表示されるものとし、読み落と
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し面が、ユーザが新聞の最後のページを読み終えて次のページに遷移するための操作を行
った場合に表示され、その号に掲載された記事についての読み落とし面が表示されるもの
として説明する。
【００８０】
　ステップＳ１１において、表示装置１０は、各領域に記事を配置したコンテンツの画面
を表示する。このとき、例えば、図３Ａに示されるような画面が表示される。
【００８１】
　ステップＳ１２において、表示装置１０は、クリック操作を検知したか否かを判定する
。例えば、ユーザがディスプレイにおいて、記事が表示されている領域の一部を指でクリ
ックした場合、ステップＳ１２では、クリック操作を検知したと判定される。
【００８２】
　ステップＳ１２において、クリック操作を検知したと判定された場合、処理は、ステッ
プＳ１３に進む。
【００８３】
　ステップＳ１３において、表示装置１０は、操作された領域を特定する。これにより、
例えば、レイアウトデータにより指定された複数の領域（各記事を表示するための領域）
のうちのいずれの領域においてクリック操作が検知されたのかが特定される。
【００８４】
　ステップＳ１４において、表示装置１０は、ステップＳ１３の処理で特定された領域に
表示される記事の全文を表示させる。例えば、図３Ａの図中左上の記事が表示されている
領域の一部を、ユーザが指でクリックした場合、図３Ｂに示されるように、記事の全文が
表示される。
【００８５】
　ステップＳ１２において、クリック操作を検知しなかったと判定された場合、または、
ステップＳ１４の処理の後、処理は、ステップＳ１５に進む。
【００８６】
　ステップＳ１５において、表示装置１０は、フリック操作を検知したか否かを判定する
。例えば、ユーザがディスプレイにおいて、記事が表示されている領域の一部を指でフリ
ックした場合、ステップＳ１５では、フリック操作を検知したと判定される。
【００８７】
　ステップＳ１５において、フリック操作を検知したと判定された場合、処理は、ステッ
プＳ１６に進む。
【００８８】
　ステップＳ１６において、表示装置１０は、操作された領域を特定する。これにより、
例えば、レイアウトデータにより指定された複数の領域（各記事を表示するための領域）
のうちのいずれの領域においてフリック操作が検知されたのかが特定される。
【００８９】
　ステップＳ１７において、表示装置１０は、ステップＳ１６の処理で特定された領域に
表示される記事をスクロール表示させる。
【００９０】
　ステップＳ１５において、フリック操作を検知しなかったと判定された場合、または、
ステップＳ１７の処理の後、処理は、ステップＳ１８に進む。
【００９１】
　ステップＳ１８において、表示装置１０は、次のページへの遷移が指令されたか否かを
判定する。例えば、図３Ａに示されるような画面がスワイプされた場合、画面に表示され
たＧＵＩのボタンなどが押下されるなどした場合、ステップＳ１８では、次のページへの
遷移が指令されたと判定される。
【００９２】
　ステップＳ１８において、次のページへの遷移が指令されたと判定された場合、処理は
、ステップＳ１９に進む。
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【００９３】
　ステップＳ１９において、表示装置１０は、ステップＳ１１で表示された画面内の各記
事について精読の有無を記録する。すなわち、ステップＳ１３、またはステップＳ１６に
おいて特定された領域に対応付けられた記事が精読された記事として記録され、それ以外
の記事は、精読されなかった記事として記録される。
【００９４】
　ステップＳ１９では、例えば、各記事の識別番号と精読の有無を対応づけたテーブルな
どが、マイクロコンピュータ内のメモリなどに記録される。
【００９５】
　ステップＳ２０において、ステップＳ１１の処理で表示された画面は、新聞のコンテン
ツの最後のページであったか否かが判定される。ステップＳ２０において、新聞のコンテ
ンツの最後のページではなかったと判定された場合、処理は、ステップＳ１１に戻り、新
聞のコンテンツの次のページが表示されることになる。
【００９６】
　一方、ステップＳ２０において、新聞のコンテンツの最後のページであったと判定され
た場合、処理は、図８のステップＳ２１に進む。
【００９７】
　ステップＳ２１において、表示装置１０は、今回表示された号の新聞のコンテンツに掲
載された記事の中で精読されなかった記事を特定する。このとき、図７のステップＳ１９
の処理で記録された情報に基づいて精読されなかった記事が特定される。
【００９８】
　ステップＳ２２において、表示装置１０は、新聞社が読者に精読することを推薦してい
る記事のうち、読み落とされた記事を特定する。すなわち、図４の領域６１に表示させる
べき記事が特定される。なお、例えば、表示装置１０がレイアウトデータやテキストデー
タを受信する際に、どの記事が新聞社によって推薦されているかを表す情報が取得されて
いるものとする。
【００９９】
　ステップＳ２３において、表示装置１０は、各記事についての全ユーザの精読回数の情
報を取得する。
【０１００】
　例えば、各表示装置において精読された記事を特定する情報が定期的にサーバ１１に送
信され、サーバ１１において、その号に掲載された記事のそれぞれについて全てのユーザ
による精読回数の順位付けされ、その情報が定期的に各表示装置に配信されているものと
する。ステップＳ２３では、例えば、上述のように配信された情報が受信されて記憶され
ていたものが取得される。
【０１０１】
　ステップＳ２４において、表示装置１０は、「記事ランキング」の読み落とし記事を特
定する。すなわち、例えば、図４を参照して上述したように、表示装置１０においてユー
ザが読み落とした記事のうち、全てのユーザによって精読された回数の多いものから順に
１０の記事が特定される。つまり、図４の領域６２に表示される記事が特定される。
【０１０２】
　ステップＳ２５において、表示装置１０は、同一グループに属するユーザの精読回数の
情報を取得する。
【０１０３】
　例えば、新聞のコンテンツを受信して閲覧するユーザは、予めアンケートなどにより嗜
好が分析され、所定数のグループのいずれかに分類され、この分類結果は、サーバ１１に
よって管理されるようになされているものとする。そして、例えば、サーバ１１において
、その号に掲載された記事のそれぞれについて同一グループの読者（ユーザ）による精読
回数の順位付けがなされ、その情報が定期的に各表示装置に配信されているものとする。
ステップＳ２５では、例えば、上述のように配信された情報が受信されて記憶されていた
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ものが取得される。
【０１０４】
　ステップＳ２６において、表示装置１０は、「あなたと近いユーザが読んだ記事」の読
み落とし記事を特定する。すなわち、例えば、図４を参照して上述したように、表示装置
１０においてユーザが読み落とした記事のうち、同一グループのユーザによって精読され
た回数の多いものから順に５の記事が特定される。つまり、図４の領域６３に表示される
記事が特定される。
【０１０５】
　ステップＳ２７において、表示装置１０は、読み落とし面の表示データを生成する。
【０１０６】
　ステップＳ２８において、表示装置１０は、読み落とし面を表示する。このとき、例え
ば、図４を参照して上述した画面が表示装置１０のディスプレイに表示される。
【０１０７】
　このようにして、コンテンツ表示処理が実行される。
【０１０８】
　また、以上においては、主に、表示装置１０において新聞のコンテンツを表示する場合
の例について説明したが、例えば、表示装置１０において、雑誌のコンテンツを表示する
場合、ＷＥＢページのコンテンツを表示する場合でも、本技術を適用することができる。
【０１０９】
　なお、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるし、ソフト
ウェアにより実行させることもできる。上述した一連の処理をソフトウェアにより実行さ
せる場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込
まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の
機能を実行することが可能な、例えば図９に示されるような汎用のパーソナルコンピュー
タ７００などに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０１１０】
　図９において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）７０１は、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）７０２に記憶されているプログラム、または記憶部７０８からＲＡＭ（Random Acce
ss Memory）７０３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ７
０３にはまた、ＣＰＵ７０１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜
記憶される。
【０１１１】
　ＣＰＵ７０１、ＲＯＭ７０２、およびＲＡＭ７０３は、バス７０４を介して相互に接続
されている。このバス７０４にはまた、入出力インタフェース７０５も接続されている。
【０１１２】
　入出力インタフェース７０５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部７０６、Ｌ
ＣＤ(Liquid Crystal display)などよりなるディスプレイ、並びにスピーカなどよりなる
出力部７０７、ハードディスクなどより構成される記憶部７０８、モデム、ＬＡＮカード
などのネットワークインタフェースカードなどより構成される通信部７０９が接続されて
いる。通信部７０９は、インターネットを含むネットワークを介しての通信処理を行う。
【０１１３】
　入出力インタフェース７０５にはまた、必要に応じてドライブ７１０が接続され、磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディ
ア７１１が適宜装着され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応
じて記憶部７０８にインストールされる。
【０１１４】
　上述した一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構
成するプログラムが、インターネットなどのネットワークや、リムーバブルメディア７１
１などからなる記録媒体からインストールされる。
【０１１５】
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　なお、この記録媒体は、図９に示される、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを配
信するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク（フロッピディスク
（登録商標）を含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory),DVD(Digi
tal Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク（MD（Mini-Disk）（登録商標）を含む）
、もしくは半導体メモリなどよりなるリムーバブルメディア７１１により構成されるもの
だけでなく、装置本体に予め組み込まれた状態でユーザに配信される、プログラムが記録
されているＲＯＭ７０２や、記憶部７０８に含まれるハードディスクなどで構成されるも
のも含む。
【０１１６】
　なお、本明細書において上述した一連の処理は、記載された順序に沿って時系列的に行
われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実
行される処理をも含むものである。
【０１１７】
　また、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１１８】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
【０１１９】
（１）
　文字列または画像により構成される記事情報であって、予め設定された画面内の複数の
領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複数の領域にそれぞれ表示する
ことで、コンテンツの画面の表示を制御する第１の表示制御部と、
　前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定する操作領域特定部と、
　前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情報を、画面内の所定の
領域に表示することで新たな画面の表示を制御する第２の表示制御部と
　を備える情報処理装置。
（２）
　前記コンテンツは、複数のページ分の紙面に表示される情報により構成され、
　前記第１の表示制御部は、ユーザの指令に基づいて、前記コンテンツのページを遷移さ
せ、それぞれのページの前記コンテンツの画面の表示を制御し、
　前記コンテンツの最後のページに対応する画面が表示された場合、次のページへの遷移
が指令されたとき、前記第２の表示制御部が前記新たな画面の表示を制御する
　（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　前記コンテンツは、冊、号又は回を追って継続的に提供されるコンテンツとされ、
　前記第２の表示制御部は、
　前記第１の表示制御部によって前記コンテンツの次の冊、号又は回の表示に係る処理が
実行される場合、前記新たな画面の表示を制御する
　（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記記事情報が、ネットワークを介して接続される他の機器から取得され、
　前記第２の表示制御部は、
　前記操作領域特定部により特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情
報を、前記他の機器から送信される情報に基づいて分類し、
　前記分類結果に応じて前記記事情報を画面内の所定の領域に表示することで新たな画面
の表示を制御する
　（１）乃至（３）のいずれかに記載の情報処理装置。
（５）
　前記第２の表示制御部は、
　前記操作領域特定部により特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情
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　前記分類結果に応じて前記記事情報を画面内の所定の領域に表示することで新たな画面
の表示を制御する
　（１）乃至（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
（６）
　タッチパネルとして構成され、前記コンテンツの画面を表示するディスプレイをさらに
備え、
　前記操作領域特定部は、
　前記ディスプレイにおいて、所定の物体が近接した部分に対応する領域を、前記操作が
行われた領域として特定する
　（１）乃至（５）のいずれかに記載の情報処理装置。
（７）
　予め定められた操作が行われた領域に表示する前記記事情報をスクロール表示させる
　（１）乃至（６）のいずれかに記載の情報処理装置。
（８）
　予め定められた操作が行われたことを検知した場合、前記特定された領域に表示する前
記記事情報を別の画面に表示させる
　（１）乃至（７）のいずれかに記載の情報処理装置。
（９）
　前記複数の領域のそれぞれの領域の位置、大きさ、形状などを特定するための情報を含
んで構成されるレイアウトデータに基づいて、前記複数の領域が設定され、
　前記レイアウトデータが、ネットワークを介して接続される他の機器から受信される
　（１）乃至（８）のいずれかに記載の情報処理装置。
（１０）
　第１の表示制御部が、文字列または画像により構成される記事情報であって、予め設定
された画面内の複数の領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複数の領
域にそれぞれ表示することで、コンテンツの画面の表示を制御し、
　操作領域特定部が、前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定し、
　第２の表示制御部が、前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情
報を、画面内の所定の領域に表示することで新たな画面の表示を制御するステップ
　を含む情報処理方法。
（１１）
　コンピュータを、
　文字列または画像により構成される記事情報であって、予め設定された画面内の複数の
領域のそれぞれに対応づけられた複数の記事情報を、前記複数の領域にそれぞれ表示する
ことで、コンテンツの画面の表示を制御する第１の表示制御部と、
　前記画面内のいずれの領域についての操作が行われたかを特定する操作領域特定部と、
　前記特定された領域に対応付けられた前記記事情報以外の記事情報を、画面内の所定の
領域に表示することで新たな画面の表示を制御する第２の表示制御部とを備える情報処理
装置として機能させる
　プログラム。
（１２）
　（１１）に記載のプログラムが記録されている記録媒体。
【符号の説明】
【０１２０】
　１０　表示装置，　１１　サーバ，　１２　アクセスポイント，　２０　ネットワーク
，　７０１　ＣＰＵ
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【図９】
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